
第七回

参第七号

特別未帰還者給与法の一部を改正する法律（案）

　特別未帰還者給与法（昭和二十三年法律第二百七十九号）の一部を次のように改正する。

　第三条を次のように改める。

　第三条　国又は地方公共団体の公務員である特別未帰還者で現に国又は地方公共団体か

ら俸給を受けているものには、この法律による俸給及び扶養手当は支給しない。

附　則

　この法律は、公布の日から施行し、昭和二十四年一月一日以後において給与事由の生じ

た給与について適用する。



理　由

　特別未帰還者のうち外地官公署の職員であつた者に対して、俸給及び扶養手当以外の他

の給与即ち帰郷旅費、療養、障害一時金及び遺骨の埋葬費を支給することを明かにする必

要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


